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財務報告への影響と留意点』

税務会計アラート

『急激な景気後退下における資源関連企業の



グローバル金融危機

今回の金融危機の規模及び、その複雑さは近年、類を見ないものです。サブプライム危機に端を発し、信用危機へ

と姿を変え、遂にはグローバル金融危機へと発展し世界市場を席巻しています。その影響は今まさに実体経済へ伝

播しています。資金調達は困難を極め、消費者心理は冷え込み、世界経済は急激な後退という様相を呈していま

す。今後暫くの間、世界における動きは危機以前とは著しく異なるものになるものと思われます。

激しく揺れ動く市場心理は、資本市場や商品市場等に異常な乱高下をもたらしました。多くの不確実性の中で一つ

だけ確実なことは、この不安定さが少なくとも今後暫くは続くということであり、予測や趨勢分析は時を経ずして

陳腐化し無意味なものとなるであろうということです。

残念なことに、今日の経済の不安定さを鑑みれば、財務報告という観点からも近年の会計基準における公正価値へ

の傾倒や客観性重視志向は企業を窮地に追い込むことになります。咋年10月に、国際会計基準審議会（IASB）が、

主に金融機関に対して緊急避難的とも言える金融商品区分の見直しを認めましたが、この措置はそのことを如実

に表していると言えます。現在の会計基準は、市況が平穏で公正価値が容易に決定できた時代に策定されたもので

す。しかし会計基準の設定においても異なる状況は異なる方法を求めるということが明確になったのではないでし

ょうか。

資源業界にとっても、問題は深刻です。殆どの資源会社は価格決定を主導できないプライステーカーであり、可採

埋蔵量の算出やヘッジ・プログラム、フィージビリティ・スタディといった数多くの重要な測定に際して、商品価

格がキイとなる前提条件であるため、景気変動期における予測は極めて難しいと言えます。

信用収縮やリスクの再評価によって、幾つかの資源関連プロジェクトは中断もしくは中止となり、小規模会社や所

謂“ジュニア・エクスプローラー”の資金調達は殊更難しくなっています。また、中国の「終焉なき成長」を疑問

視する声も出てきています。また為替市場の激しい変動は商品価格にも大きな影響を与えます。

本号では現在のグローバル金融危機を端緒とした急激な景気後退局面において、資源関連会社が財務報告書を作成

するにあたり考慮すべき点に関して解説致します。
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景気後退下における財務諸表作成に際しての要検討項目

下表は、グローバル金融危機に直面するなか、決算期を迎える資源会社が検討を要する財務諸表項目を一覧にしたも

のです。

1 �Interpretation 1 - Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilitiesは廃棄準備金等の評価額が変動する際の

会計処理を取り扱っている。

対象項目 検討の必要となる項目例

減損 ➢	�現状のリスク回避志向を割引率計算に織り込んだ結果、リスク・プレミアムが

上昇する可能性

➢	短期的利子率の急激な変化とそれが割引率に及ぼす影響

➢	埋蔵量見直しの必要性

➢	長期的商品価格と想定為替レートの再検討

➢	コスト面では、世界経済の沈降や低成長によるインフレ率想定の困難性

借入等間接金融 ➢	プロジェクト・ファイナンスに関する計画の再評価を迫られる可能性

➢	�契約違反の可能性に照らした負債の長短区分、及び現在のような経済状況下で

適用となる可能性のある特殊な契約条項の存在

➢	�長期債務が現在のマージン・スプレッド（値鞘）や急激な利子率下落という状

況を前提としていない場合には、その公正価値の考察/検証

➢	�既存もしくは新規契約において、現在の経済状況下で価値が生じる組込デリバ

ティブの存在の可能性

準備金（引当金）及びその他

の長期債務

➢	�長期割引率が廃棄準備金等の現在価値に影響する可能性及びこれに伴う

Interpretation１1適用の可能性

➢	契約上の義務が現在の市況を受けて具現化する可能性

金融商品 ➢	相手先の信用リスクや公正価値の再評価の必要性

➢	景気変動期におけるヘッジ有効性評価テストの厳格化

➢	�組込デリバティブが含まれている可能性のある借入もしくはその他の契約にか

かわる条項に関する考慮－特に過去においては金額的重要性の低く、特段注視

されていなかった条項には注意を要する

➢	現在「現金同等物」に含まれている項目の見直しの必要性

➢	既存の契約がAASB139の適用範囲に含まれるか否かについての見直しの必要性

減価償却等 ➢	埋蔵量見直しの必要性

➢	減価償却等に関する「会計上の見積りの変更」のタイミング及び影響
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対象項目 検討の必要となる項目例

株式報酬 ➢	株式報酬制度の変更や廃止が会計上の利益に及ぼす影響

➢	�景気変動期における株式報酬の評価は「判断」の介在する余地が大きくなるこ

とへの留意

繰延税金 ➢	株式報酬制度の変更や廃止が会計上の利益に及ぼす影響

➢	�景気変動期における株式報酬の評価は「判断」の介在する余地が大きくなるこ

とへの留意

➢	�繰延税金資産にかかわる認識基準の再考察－特に将来のキャピタル・ゲインを

見越して計上されたキャピタル・ロスや、同一性テスト（同一事業テスト、所

有継続テスト等）が要求される繰越欠損金に関する繰延税金資産の計上

投資 ➢	�多くの資源会社は戦略的に他社への投資を行っているが、これらの投資は一般

的に、現在の市場価格により公正評価される必要がある

➢	�資本の部に直入処理された売却可能証券評価損が、損益計算書上損失処理され

る可能性

開示 ➢	�減損関連の開示、特に前提条件やセンシティビティー分析に関する開示に対す

る市場の反応

➢	�AASB101で要求される「会計上の見積り」や「判断」に関する開示の充実（豪

州企業のこの分野の開示は他の先進諸外国に比べ脆弱である場合がある。）

➢	�AASB7によるリスク開示、すなわちリスクへの対応やリスク分析に関する開示

の重要性の高まり

➢	財務流動性に関するより適確な開示

➢	公正価値に関するより正確な測定と適確な開示
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2  Corporations Act 2001, s.111にて定義されるDisclosing Entityを指す。
3  �AASB8-Operating Segmentsでは、セグメント毎の経営成績評価やセグメントへの資源配分を決定する上で経営者が使用する内部情報と同等の

情報の開示を要求している。
4  �AASB8-Operating Segmentsは早期適用の場合を除き2009年1月1日以降に開始される事業年度から適用される。従って2008年12月31日を決算日

とする会計年度は、基準適用前の比較年度となる。

12月決算会社が留意すべきその他の開示

グローバル金融危機がもたらす上表の要件等項目に加え、当12月に決算期を迎える会社が留意すべきポイントは以

下の通りです。

➢	AASB7により求められる開示全般

➢	�経営者報酬に関する（開示企業2の年度決算のみ）特に業績と報酬の連動性や、それに対する株主からの冷ややか

な反応の可能性

➢	�Interpretation1003-Australian Petroleum Resource Rent Taxにより法人税等として会計処理される石油資源税

の表示区分と表示方法

➢	�AASB8-Operating Segmentsで要求される開示－特に“内部利用可能情報”の開示3には慎重を期する必要がある 

（大半の企業は現在、この基準の適用前比較年度4にある）

IASBによる「採掘活動」関連審議文書が公表目前

国際会計基準審議会（IASB）は近日中にも「採掘活動」に関する審議文書を公表する予定です。豪州会計基準審議

会（AASB）はIASBにおける審議を主導し、最近当審議の要旨を公表しました。当該審議文書はデロイトの関連ウェ

ブサイトIAS Plus（www.iasplus.com）で閲覧可能です。

本冊子の英語版は以下をクリック頂ければ、入手できます。

http://www.deloitte.com/dtt/cda/doc/content/Deloitte_Extracting_Value_Issue_3%281%29.pdf

また、先日デロイトのグローバル・マイニンググループから『Tracking the trends 2009 – The top 10 global 

mining issues』が発行されましたので、合わせてご覧いただけると幸いです。

http://www.deloitte.com/dtt/cda/doc/content/037027_Teresa_Trackinf_Trends_V6.pdf
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日本語税務会計アラートにおける最近の主な記事
速報		  『日豪租税条約の改正が基本合意に至る』

第27号		 『非公開会社に関するサイズテストの変更とその影響』

  			  『豪州会計基準（A-IFRS）と国際会計基準（IFRS）の収斂』

  			�  『石油資源税（PRRT）の会計上の取扱いに関する豪州会計基準審議会アドバイザリーパネルの提言』 	

『国際税務改定正法案』

  			  『回転率の高い一般消費財の研究活動に関するレポート』

第28号		 『加速化する日本会計基準と国際会計基準の収斂』

  			  『解釈指針第14号　顧客ロイヤルティープログラム』

第29号		 『企業結合会計基準の更なる改訂』

  			  『外国支配下にある小規模非公開会社の監査済み財務諸表提出免除の申請』

  			  『新日豪租税条約署名される』

第30号		 『100％子会社の財務諸表作成及び監査義務の免除』

 			  『駐在員関連税務における新日豪租税条約の影響』

デロイトの日本企業向けセミナー
『移転価格セミナー：日豪税務当局が注目する無形資産取引のリスクと対応』

『鉱業関連会計と税務の概要』

『石油資源税の概要』

『TOFAが分かる：新金融取引課税制度の概要』

『日本版SOX法：速報セミナー』

『雇用関係税務アップデート：短期滞在者の海外源泉所得免税規定他』

『豪州における反マネーロンドリング法』 

『オーストラリア連結納税制度ワークショップ』

『A-IFRS移行における留意点』

『第２回　日本版SOX法：速報セミナー』

『移転価格セミナー：変化する移転価格環境から生じるリスクを管理するために』

『日豪租税条約セミナー』

『企業不祥事・不正の考察と企業経営者の対応』

デロイトの日本語出版物
『石油資源税の概要 Q&A』

『オーストラリアの税制と投資(2006年度版) 』

『オーストラリアにおける鉱山業の税制』

『オーストラリア連結納税制度の概要』

『オーストラリアの移転価格税制Q&A』

『日本人駐在員のための豪州税務マニュアル』

『グローバル　エンプロイヤー　サービス(雇用関連税務の概要)2008年6月30日終了年度』

『Traps and pitfalls for mines(日本語版)』

『温室効果ガス排出抑制経済における事業運営：グリーン・ペーパーの概要』

『炭素排出抑制社会における事業運営：ホワイトペーパーの概要』
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